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この地域管理経営計画は、国有林野の管理経営に関する法律（昭和２６年法律第２

４６号）第６条の規定に基づき、東北森林管理局長が定める平成２３年４月１日から

平成２８年３月３１日までの５年間を計画期間とする東青森林計画区に係る国有林野

の管理経営に関する計画である。
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はじめに

国有林野事業は、将来にわたってその使命を十全に果たしていくため、国有林野を名実とも

に「国民の森林」とするとの基本的な考え方の下に、平成１０年度から抜本的な改革を集中的

に推進してきたところであり、管理経営の方針を林産物の供給に重点を置いたものから公益的

機能の維持増進を旨とするものに転換し、国有林野の適切かつ効率的な管理経営を進めてきた

ところである。

森林に対する国民の要請も国土の保全や水源のかん養に加え、地球温暖化の防止、生物多様

性の保全、森林環境教育の推進、森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等多様化してきて

おり、特に地球温暖化の防止、生物多様性の保全については、国有林の期待が大きくなってい

る。

こうしたことを踏まえ、今後は、引き続き適切かつ効率的な管理経営に向けた取組を進める

とともに、「国有林野の管理経営に関する基本計画」に従い、林産物の供給や地域振興への寄

与にも配慮しつつ、持続可能な森林経営及び開かれた「国民の森林」の実現に向けた取組を推

進していくこととする。

また、平成２１年１２月に「森林・林業再生プラン」が策定され制度的課題及び実践的課題

の両面から現行施策の抜本的な見直しが進められるなか、平成２２年１１月に森林･林業基本

政策検討委員会の最終とりまとめが公表された。具体的には、森林計画制度の見直し、森林施

業の集約化や路網整備の推進、担い手となる林業事業体や人材の育成、木材の利用拡大などに

ついて、取りまとめられたところである。また、国有林については、民有林との連携による

「森林共同施業団地」の設定や木材の安定的供給体制づくり、国有林のフィールドを活用した

人材の育成を推進するとされたところであり、これらの取組等を総合的に推進し、森林・林業

の再生に向けた施策を積極的に推進することとする。

本計画は、国有林野の管理経営に関する法律第６条の規定に基づいて、東北森林管理局長が

あらかじめ国民の意見を聴いた上で、管理経営基本計画に即し、森林法で定める国有林の森林

整備・保全に関する計画である国有林の地域別の森林計画と調和して、今後５年間の東青森林

計画区における国有林野の管理経営に関する基本的な事項を定めた計画である。

今後、東青森林計画区における国有林野の管理経営は、第三次地域管理経営計画の計画期間

終了に伴い、平成２３年４月１日を始期として策定した第四次計画に基づき、関係行政機関と

連携を図りつつ、関係住民の理解と協力を得ながら適切に行うこととする。
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Ⅰ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

１ 国有林野の管理経営の基本方針

（１）計画区の概況

本計画の対象は、青森県の北西部に位置する東青森林計画区内の国有林野６８，２４

４haである。
当計画区は、標高 ７００ m 前後の山々が脊梁をなしている津軽半島の陸奥湾に面

した地域、奥羽山脈北端部の八甲田山周辺地域及びその山麓から陸奥湾に面した平内、

夏泊半島周辺地域に位置し、ブナ等広葉樹とヒバとが混交する天然林が約６２％を占め

ている。従来よりヒバ等の豊かな森林資源を利用した木材加工業が発達し，地域の重要

な産業となっている。

計画区内の国有林野は、市町村の水道用水や農業等産業用水の水源域が多く、水源か

ん養を主体とした保安林の指定面積が国有林野全体の８６％に達している。

また、優れた景勝地や自然環境を有し、十和田八幡平国立公園、津軽国定公園、県立

自然公園及び自然環境保全地域の指定も多く、森林浴、キノコ・山菜等の採取等、森林

レクリエーション、保健休養の場として利用されている。

これらの地域に所在する森林は、それ自体が炭素の貯蔵庫であり、また、適切な森林

整備とこれらを通じて供給される木材の有効活用を図ることが二酸化炭素の吸収・固定

や排出抑制につながり、地球温暖化防止にも貢献することとなる。

このような当計画区の特色を活かし、森林に対する国民の要請が、国土の保全や水源

のかん養に加え、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、森林環境教育の推進、森林と

のふれあいや国民参加の森林づくり等の面で期待が高まるなど、公益的機能の発揮に重

点を置きつつさらに多様化していることを踏まえ、林産物の供給や地域振興への寄与に

も配慮し、開かれた「国民の森林」の実現に向けた取組を推進していくこととする。

（２）国有林野の管理経営の現況・評価

① 計画区内の国有林野の現況

当計画区の森林の現況（平成２２年１２月時点）としては、人工林を中心とする育

成林が２９，５７８ha（育成単層林２２，１７５ha、育成複層林７，４０３ha）、天

然生林が３５，２５４haとなっており、主な樹種としては針葉樹ではスギ３，５５７

千m3、ヒバ３，３７７千m3、カラマツ４０７千m3、アカマツ３６８千m3、広葉樹では

ブナ２，５６２千m3、ナラ４４２千m3となっている。また、林相別に見ると針葉樹林

３０千ha、針広混交林１３千ha、広葉樹林２１千haとなっている。

人工林についてみると、齢級構成では間伐対象齢級である４齢級から１２齢級が

９割強と大半を占める一方、１３齢級以上の高齢級林分は約１割となっている。
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図－１ 人天別分布図
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② 主要事業の実績

第３次計画（Ｈ１８年度～Ｈ２２年度）における当計画区での計画に対する実績は

次のとおりとなっている。

ア 伐採量

主伐の伐採量については、Ｈ２１年の変更計画により、主伐に伐採量を追加計上

した臨時伐採を、地球温暖化対策に資する間伐として実施したことなどにより、計

画を下回る実績となった。

間伐の伐採量については、地球温暖化対策に資するため間伐等の森林整備を積極

的に推進した結果、計画を上回る実績となった。

（単位：材積 千m3）

計画 実績

主伐 間伐 主伐 間伐

伐採量 １５１ ３４１ ９９ ３８１
(5,656 ha) （4,819ha）

注１）（ ）は間伐面積である。

注２）伐採量の実績の数値については、平成１８～２１年度分は実績数値、平成２

２年度分は見込み数値である。

イ 更新量

人工造林については、皆伐、複層伐箇所の新植による確実な更新を実施したが、

計画期間の後半に主伐を実施し更新が次期計画に越したことなどにより、計画を下

回る実績となった。

天然更新については、天然林の伐採面積の減少などにより、計画を下回る結果と

なった。

（単位：面積ha）

計画 実績

人工造林 天然更新 人工造林 天然更新

更新量 ２４５ ５７９ １８１ ３０９

注１）更新量の実績の数値については、平成１８～２１年度分は実績数値、平成２

２年度分は見込み数値である。

ウ 保育量

下刈については、概ね計画どおりの実績となった。

つる切・除伐については、森林吸収源対策を推進するために、保育作業を積極

的に実施した結果、計画を上回る実績となった。
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（単位：面積ha）

計画 実績

下刈 つる切・除伐 下刈 つる切・除伐

保育量 ６６５ １７６ ６６１ ２，５１０

注１）保育量の実績の数値については、平成１８～２１年度分は実績数値、平成２

２年度分は見込み数値である。

エ 林道の開設及び改良

林道の開設については、林道以外の路網整備を推進し間伐等の森林整備を積極的

に実施した結果、計画を下回る実績となった。

林道の改良については、計画がなかった。

区分 計画 実績

開 設 路線数 １３ ３

延長量（km） ２１．５ ２．４

改 良 路線数 － －

延長量（km） － －

注１）林道の開設の実績の数値については、平成１８～２１年度分は実績数値、平

成２２年度分は見込み数値である。

オ 保護林

保護林については、計画期間中の新たな設定及び廃止はない。

（単位：延長 km、面積 ha）

前計画期首 前計画期末

箇所数 面積 箇所数 面積

保護林 ３ １，５９４ ３ １，５９４
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（３）持続可能な森林経営の実施方向

国有林野の管理経営に当たっては、開かれた「国民の森林」の実現を図り、現世代

とともに将来世代へ森林からの恵沢を伝えるため、機能類型区分や森林の適切な整備

・保全等による持続可能な森林経営に取り組んでいくこととする。

また、持続可能な森林経営については、日本はモントリオールプロセスに参画してお

り、この中で国全体としての客観的に評価するための７基準（６４指標）が示されてい

る。

当計画区内の国有林野においては、この基準を参考として、次のような森林の取扱い

方針に基づいて、各般の取組を推進しているところである。

① 生物多様性の保全

地域の特性に応じた多様な森林生態系を保全していくため、針広混交林等多様な林

相の森林を整備及び保全していくとともに、貴重な野生動植物が生息・生育する森林

について適切に保護するほか、施業を行う場合でも適切な配慮を行う。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・ 人工林の複層林化及び針広混交林化等の多様な森林整備

・ 保護林の保全

・ 希少猛禽類が生息する区域における施業時期への配慮

② 森林生態系の生産力の維持

森林としての生長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等の適切な実施

と伐採後の更新確保による健全な森林の整備とともに、公益的機能の発揮と両立した

木材の生産を行う。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・ 一定林齢に達した人工林の適切な間伐の推進

・ 主伐後の的確な更新のための現況確認及び適切な植栽

・ 計画的な伐採量の維持による持続可能な管理経営

・ 効率的な木材生産を可能とする路網の整備

③ 森林生態系の健全性と活力の維持

外部環境から受ける影響から森林の劣化を防ぐため、森林病害虫や山火事等から森

林を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行う。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・ 山火事を防止するための巡視の実施

・ 松くい虫など森林病虫害の監視強化及び早期駆除

④ 土壌及び水資源の保全と維持

降雨に伴う浸食等から森林を守るとともに、森林が育む水源のかん養のため、必要

に応じ育成複層林施業や長伐期施業を推進するほか、山地災害により被害を受けた森

林の整備復旧を行う。また、森林施業においても、裸地化する期間の短縮や尾根筋や

沢沿いでの森林の存置を行う。

関連する主な取組としては、次のとおりである。
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・ 伐期の長期化により、長期的にみた裸地状態の面積の縮小

・ 沢沿い、急斜面等における皆伐の回避

・ 伐採跡地の的確な更新の確保

・ 下層植生の発達を促すための間伐の推進

・ 治山事業の計画的な実施及び災害時における迅速な復旧対策の実施

・ 多様な根系の形成を促す複層林施業などの多様な森林づくりの推進

⑤ 地球的炭素循環への森林の寄与の維持

地球温暖化防止対策の一環として、二酸化炭素の吸収源となる森林の健全性を維持

するため育成林の整備を推進するとともに、天然生林の保全を行う。また、木材の二

酸化炭素の貯蔵庫としての機能を維持促進するため、木材利用を推進する。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・ 造林、間伐等の森林整備の推進

・ 計画的な木材生産、とりわけ利用間伐の推進

⑥ 社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進

国民の森林に対する多様な期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的な

発揮とともに、森林浴や森林ボランティア、環境教育等森林と人とのふれあいの確保

のためのフィールドの提供等や森林施業に関する技術開発等に取り組む。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・ 機能類型区分に応じた適切な森林の管理経営の実施

・ 「ふれあいの森」や「遊々の森」等を森林づくり活動のフィールドとして国民

に提供

・ レクリエーションの森の利用促進

・ 木材の安定的な生産による循環型社会構築への貢献

⑦ 森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組

①～⑥に記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として管理経営を行うため、

国有林野に関連する法律に基づく各計画制度の適切な運用はもとより、管理経営の実

施に当たっては、国民の意見を聴きながら進めるとともに、モニタリング等を通じて

森林資源の状況を把握する。

関連する主な取組としては、次のとおりである。

・ 地域管理経営計画等に基づいた適正な管理経営

・ 「国有林モニター」の設置や計画策定に当たっての意見聴取

・ 地域管理経営計画策定に向けた地元住民懇談会開催による意見聴取

・ 広報誌やホームページの充実による情報発信

・ 保護林におけるモニタリング調査の実施

・ 森林現況の着実な把握

（４）政策課題への対応

災害からの流域保全や地球温暖化防止、貴重な森林の保全、木材の安定的な供給等地

域から求められる国有林野への期待に応えていくため、次のとおり計画区内での主な個
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別政策課題へ対応していくことを目標とする。

視 点 主な取組目標

森林の公益的機 【生物多様性の保全】

能の発揮 「八甲田森林生物遺伝資源保存林」などの保護林において、適切

な保護を図る。

【森林吸収源対策の推進】

森林吸収源対策を図るため、育成林において、間伐、除伐等の森

林整備を積極的に実施する。

【治山事業の実施】

人家等保全対象に近接する山地災害の危険がある箇所について、

渓間工３２箇所、山腹工１０箇所、保安林整備６５haの治山事業を
実施する。

また、平成２２年に発生した豪雨災害で被害を受けた流域におい

て、治山施設を設置する。

地域の林業・木 【青森ヒバの供給】

材産業への貢献 青森ヒバは貴重な天然林であることを踏まえつつ、ニーズに対応

した供給や地域振興への寄与にも配慮した取り組みの推進を図る。

また、ヒバ中小径木主体林分については、径級バランスがとれた

林分構造と成長促進を目指し間伐を推進する。

【木材の安定供給】

スギを中心とした木材を供給するための伐採、及び効果的かつ効

率的な森林整備を行うための路網整備を計画する。

【民国連携した森林整備の実施】

外ヶ浜町石浜尻高川地区において、森林整備の目標、路網の設置

等に関する事項を定めた森林整備推進協定を締結し、周辺の民有林

と一体となった森林整備を推進する。

【林業技術の開発、指導及び普及】

増川ヒバ施業実験林において、ヒバ択伐施業の実験を継続しつ

つ、後世にヒバ美林を承継できるよう適切に管理していくととも

に、周辺地域を含めて教育、レクリエーション施設の整備等の一環

として地元市町村等にフィールドを積極的に提供する。

国民の森林とし 【国民参加の森林づくり】

ての国有林の活 国民が自主的に行う森林整備活動を推進する取組の一環として、

用 「ふれあいの森」として設定された「生協ふれあいの森」及び「遊

々の森」として設定された「ヨモットの森」や「青森大学雲谷の

森」、「自遊・共遊の森」において、引き続き、必要な助言や技術指

導等の支援を実施する。

「レクリエーションの森」として設定された「眺望山自然休養

林」では、様々な活動や一般来訪者の利用等が円滑になされるよ
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う、森林管理署と三陸森の会等の間で協定を締結し、森の案内人活

動を実施する。

２ 機能類型に応じた管理経営に関する事項

（１）機能類型ごとの管理経営の方向

当計画区の特色を活かし、森林に対する国民の要請が、国土の保全や水源のかん養に

加え、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、森林環境教育の推進、森林とのふれあい

や国民参加の森林づくり等、公益的機能の発揮に重点を置きつつ、さらに多様化してい

ることを踏まえ、林産物の供給や地域振興への寄与にも配慮するとともに、持続可能な

森林経 営及び開かれた「国民の森林」の実現に向けた取組を推進していくこととする。

具体的には、森林整備の積極的な推進を図りながら、国有林の地域別の森林計画に定

める公益的機能別施業森林の区域との整合に留意し、当計画区の国有林野を国土保全や

水源のかん養を目的とする「水土保全林」、貴重な生態系の維持・保存や森林レクリエ

ーション利用等を目的とする「森林と人との共生林」、及び木材を安定的かつ効率的に

供給する「資源の循環利用林」の３つに分け、それぞれの目的に応じて次のような管理

経営を行うこととする。

① 水土保全林における管理経営の指針とその他水土保全林に関する事項

水土保全林においては、山地災害による人命・施設の被害の防備、気象害による環

境悪化の防備又は国民生活に必要な良質で安定した量の水の供給に係る機能を重点的

に発揮させるべき国有林野について、それぞれの目的とする機能の維持増進を図るた

め、適切な間伐の実施や長伐期施業、育成複層林施業等の推進に努め、必要に応じて

施設の整備を図る。

具体的には、水土保全林については、国土保全タイプと水源かん養タイプの２つに

分けて取り扱うこととする。

また、前計画では、水土保全林４９，４６７ha（国土保全タイプ１０，７１６ha、

水源かん養タイプ３８，７５０ha）としていたところ、今回の計画では、下表のとお

り、水源かん養タイプの森林において土砂流出防備保安林の指定を推進するとともに、

資源の循環利用林において水源かん養保安林の指定を推進したため、水土保全林の面

積が増加することとなった。

ア 国土保全タイプ

国土保全タイプの国有林野については、保全対象や当該森林の現況等を踏まえ、

根系や下層植生の発達が良好な森林、樹高が高く遮蔽能力が高い森林等に誘導し又

はこれを維持するために必要な管理経営を行うものとする。

イ 水源かん養タイプ

水源かん養タイプの国有林野については、流域の特性や当該森林の現況等を踏ま

え、根系や下層植生の発達が良好な森林、多様な樹種で構成される森林等に誘導し

又はこれを維持するために必要な管理経営を行うものとする。
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水土保全林の面積 （単位：ha）

区 分 国土保全タイプ 水源かん養タイプ 計

面 積 １１，０１７ ３８，７０５ ４９，７２２

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

② 森林と人との共生林における管理経営の指針とその他森林と人との共生林に関する

事項

森林と人との共生林においては、貴重な生態系の維持又は国民と森林とのふれあい

の場としての利用等に係る機能を重点的に発揮させるべき国有林野について、それぞ

れの目的とする機能の維持増進を図るため、保護林の保全・管理等に努めるほか、景

観、風致等に優れた森林の維持・造成等に努め、必要に応じて施設の整備を図る。

具体的には、森林と人との共生林については、自然維持タイプと森林空間利用タイ

プの２つに分けて取り扱うこととする。

また、前計画では、森林と人との共生林１０，５２０ha（自然維持タイプ２，８４

９ha、森林空間利用タイプ７，６７１ha）としていたところ、今回の計画では、下表

のとおり前計画と比較して面積の増減はない。

ア 自然維持タイプ

自然維持タイプの国有林野については、自然の推移に委ねることを原則として、

保護を図るべき森林生態系を構成する野生動植物等の特性に応じ、保全すべき自然

環境の維持・形成に必要な管理経営を行うこととする。

なお、貴重な野生動植物の生息・生育に資するために必要な森林、遺伝資源の保

存に必要な森林等については、「保護林」に設定し、適切に保全を図ることとする。

イ 森林空間利用タイプ

森林空間利用タイプの国有林野については、保健、文化、教育等様々な利用の形

態に応じた管理経営を行うものとし、具体的には、景観の向上やレクリエーション

利用を考慮した森林の整備を行い、必要に応じて遊歩道等の施設の整備を行うこと

とする。

なお、国民の保健・文化的利用に供するための施設又は森林の整備を積極的に行

うことが適当と認められる国有林野については、「レクリエーションの森」として

選定する。既存の「レクリエーションの森」については、施設の老朽化や利用者の

ニーズ等の変化を踏まえ、リフレッシュ対策を実施していくとともに、利用が著し

く低位にあるものや今後の維持管理等が見通し難いものについては、地元自治体を

はじめ幅広い地域関係者等の意見を充分勘案し、必要に応じて廃止を含めた見直し

を図ることとする。
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森林と人との共生林の面積 （単位：ha）

自然維持タイプ 森林空間利用タイプ
区 分 合 計

うち、保護林 うち、
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの森

面 積 ２，８４９ １，５９４ ７，６７１ ４，０６１ １０，５２０

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

③ 資源の循環利用林における管理経営の指針その他資源の循環利用林に関する事項

資源の循環利用林については、林業等の生産活動の場の提供に係る機能を発揮させ

るべき国有林野について、森林の健全性を維持しつつ、環境に対する負荷が少ない素

材である木材の効率的な生産、多様化する木材需要に応じた林木の育成に努め、木材

資源の充実等を図る。

資源の循環利用林については、公益的機能の発揮に留意しつつ、生産目標に応じた

木材の効率的な生産等それぞれの利用形態に応じた管理経営を行うものとする。

また、前計画では、資源の循環利用林８，２５４haとしていたが、今回の計画では、

資源の循環利用林において水源かん養保安林の指定を推進したため、下表のとおり、

その面積が減少することとなった。

資源の循環利用林の面積 （単位：ha）

区 分 林業生産活動の対象 その他生産活動の対象 計

面 積 ７，３６２ ６２５ ７，９８７

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

（２）地域ごとの機能類型の方向

当計画区は、次の地区に大別され、地区ごとに重点的に行うべき管理経営は次のとお

りである。

① 内真部地区 ( １～４６、４８、１０１～１１８ 林班）

当地区は、内真部川、天田内川等中小河川の上流域に位置し、ヒバを主とする天然

林及びスギ等の優良人工林が大宗を占めている。全域が各中小河川の集水域で、下流

には農耕地が広がっていることから、山地災害防止機能、水源かん養機能を発揮させ

るため、主として水土保全林に区分して管理経営を行うこととする。

また、原生的なヒバ天然林を保存し、自然の推移による変化を観察するための眺望

山ヒバ植物群落保護林については、自然環境の維持機能を発揮させるため、森林と人

との共生林に区分して管理経営を行うこととする。

なお、眺望山周辺は、レクリエーションの森（眺望山自然休養林）に選定され、青

森市等近隣市町村民の憩いの場、自然探索の場等として広く利用されており、保健文

化機能を発揮させるため、森林と人との共生林に区分して管理経営を行うこととする。
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② 八甲田地区（ ２０１～２７３ 林班）

当地区は、八甲田山（大岳）周辺に位置し、一部カラマツ等の造林地を除き、ブナ

を主とする広葉樹林とアオモリトドマツ林からなっている。大部分が十和田八幡平国

立公園の特別地域に指定され、優れた自然景観を有し、八甲田山森林生物遺伝資源保

存林の指定による遺伝子資源の保存など自然環境の維持、保健文化機能を発揮させる

べき森林が大宗を占めていることから、主として森林と人との共生林に区分して管理

経営を行うこととする。

また、青森市上水道の水源地帯である横内川流域等は、渇水緩和や水質保全等水源

かん養機能の発揮及びその維持に十分な配慮が必要であるため、水土保全林に区分し

て管理経営を行うこととする。

③ 平内地区（ ３０１～３１７、４０１～４３５ 林班）

当地区は、陸奥湾に面した低海抜の丘陵地帯で、優良なアカマツ人工林及び広葉樹

二次林からなっており、木材生産機能を発揮させるため、主として資源の循環利用林

に区分して管理経営を行うこととする。

また、地形・地質等から、根井川と浅虫川流域の土砂崩壊防備保安林や水源かん養

保安林に指定されている地域、及び盛田川の支流域については、山地災害防止機能、

水源かん養機能を発揮させるため、水土保全林に区分して管理経営を行うこととする。

④ 滝沢地区（ ３１８～３９６ 林班）

当地区は、野内川の両岸に位置し、大部分がスギ、カラマツ人工林からなっている。

全域が野内川の集水域で、下流には農耕地が広がっていることから、山地災害防止機

能、水源かん養機能を発揮させるため、主として水土保全林に区分して管理経営を行

うこととする。

また、登山等で、市民に親しまれている東岳周辺は、保健文化機能を発揮させるた

め、森林と人との共生林に区分して管理経営を行うこととする。

⑤ 平館地区（ ５０１～５４３ 林班）

当地区は、陸奥湾に面した石浜、平館周辺に位置し、スギ人工林及びヒバを主とす

る天然林からなっている。地質、地形から宇田地区は土砂崩壊防備保安林に指定され

ており、尻高川周辺では地すべり防止対策も講じるとともに、山地災害防止機能及び

上水道水源域の渇水緩和や水質保全等水源かん養機能を発揮させるため、主として水

土保全林に区分して管理経営を行うこととする。

また、県自然環境保全地域特別地区に指定されている丸屋形岳周辺と平館野外スポ

ーツ地域は保健文化機能を発揮させるため、森林と人との共生林に区分して管理経営

を行うこととする。

⑥ 蟹田川広瀬地区（ ６０１～６０８、６７２～７３７ 林班）

当地区は、蟹田川流域の中師、広瀬地区に位置し、スギを主とする人工林及びヒバ

を主とする天然林からなっている。地質、地形及び下流に農耕地が広がっていること

から土砂流出防備保安林の指定地が多く、渇水緩和や水質保全等山地災害防止機能及
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び水源かん養機能を発揮させるため、主として水土保全林に区分して管理経営を行う

こととする。

⑦ 蟹田川地区（ ６０９～６２０、６２３～６７１ 林班）

当地区は、蟹田川の最上流部に位置し、スギを主とする人工林及びブナ等広葉樹と

ヒバの混交する天然林からなっている。砂質型地形及び背後地に農耕地が多いこと等

から土砂流出防備保安林の指定地が多く、また、ＪＲ津軽線の沿線の土砂崩壊防備、

上水道水源域（高石股川）の渇水緩和や水質保全等、山地災害防止機能や水源かん養

機能を発揮させるため、主として水土保全林に区分して管理経営を行うこととする。

また、以来沢周辺は、ヒバを主とする天然林、ブナを主とする広葉樹林及びスギ人

工林がまとまってあり、森林教室などの自然観察の場として適していること、また、

遊歩道等が設置されており、地元住民の保健・休養等に利用されていることから、保

健文化機能を発揮させるため、森林と人との共生林に区分して管理経営を行うことと

する。

⑧ 後潟、長科地区（ ７３８～７８６ 林班）

当地区は、後潟川、長科川、蓬田川等の流域に位置し、スギを主とする人工林とヒ

バを主とする天然林からなっている。砂質型地形及び下流に農耕地が多いこと等から

土砂流出防備や農業用水確保のための渇水緩和や水質保全等、山地災害防止機能や水

源かん養機能を発揮させるため、主として水土保全林に区分して管理経営を行うこと

とする。

また、ヒバ林を自然の推移に委ねた場合の変化を観察するための後潟ヒバ植物群落

保護林については、自然環境の維持機能を発揮させるため、森林と人との共生林に区

分して管理経営を行うこととする。

⑨ 三厩地区（ ８０１～８７４、８８４ 林班）

当地区は、陸奥湾に注ぐ増川川、算用師川、宇鉄川等の流域に位置し、スギ人工林

及びヒバを主とする天然林からなっている。地区の上部一帯と竜飛崎の集落周辺は土

砂流出防備保安林に、河川沿いは砂防指定地に指定されている。また、地区内の一部

は上水道水源地としての利用もあり、山地災害防止機能及び水源かん養機能を発揮さ

せるため、主として水土保全林に区分して管理経営を行うこととする。

また、８４７林班は「増川ヒバ施業実験林（昭和６年設定）」として、森林構成群

を基礎とする天然ヒバ林の施業方法の実験が行われている。木材生産機能を発揮させ

るため、資源の循環利用林に区分して管理経営を行う。

なお、増川岳周辺及び竜飛崎周辺は津軽国定公園に指定され、桂川岳周辺は県自然

環境保全地域に指定されており、保健文化機能を発揮させるため、森林と人との共生

林に区分して管理経営を行うこととする。

⑩ 今別地区（ ９０１～９７３ 林班）

当地区は、今別川、長川、中宇田川等の流域に位置し、スギ人工林及びヒバを主と

する天然林からなっている。集落の住宅地や農耕地に近いことから、土砂流出防備や

渇水緩和・水質保全等、山地災害防止機能及び水源かん養機能を発揮させるため、主
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として水土保全林に区分して管理経営を行う。また、地区内の一部は木材生産機能を

発揮させるため、資源の循環利用林に区分して管理経営を行う。

また、今別八幡宮自然観察教育林、眺海の森野外スポーツ地域及び史跡として保存

されている城跡の周辺は、保健文化機能を発揮させるため、森林と人との共生林に区

分して管理経営を行うこととする。

⑪ 今別東海岸地区（ ９７４～１０００ 林班）

当地区は、袰月、奥平部、綱不知の海岸部に位置し、スギを主とする人工林及びヒ

バを主とする天然林からなっている。下流域の国道２８０号線沿いに集落の住宅地が

近接していることから、山地災害防止機能と渇水緩和や水質保全等水源かん養機能を

発揮させるために、主として水土保全林に区分して管理経営を行う。

３ 流域管理システムの推進に必要な事項

国有林野の管理経営に当たっては、流域を単位として民有林・国有林が連携して森林の

整備等を行う流域管理システムの下で、流域の課題やニーズの的確な把握、林業事業体の

育成、下流域との連携等について取り組んでいくことが必要である。

このため、流域管理システムの推進に向けて、引き続き、国有林野事業流域管理推進ア

クションプログラムの実施等により、先導的・積極的に取り組むこととする。

① 流域ニーズの的確な把握

東青流域関係市町村意見交換会をはじめ、流域森林・林業活性化協議会、林業関係機

関・団体等との会合等において、スギの銘柄化・域内消費の推進、「増川ヒバ」のブラ

ンド化、ヒバの安定供給、森林の保全、路網の整備等をはじめとする森林整備の課題や

要請を的確に把握し、流域の特色ある事業運営に活かしていくよう努めることとする。

なお、青森ヒバは、日本三大美林の一つに位置づけられる貴重な天然林であることを

踏まえつつ、ニーズに対応した供給や地域振興への寄与にも配慮した取り組みの推進を

図る。また、ヒバ中小径木主体林分については、径級バランスがとれた林分構造と成長

促進を目指し間伐を推進する。

② 国有林の情報、技術、フィールドの提供

増川ヒバ施業実験林及び高石股水土保全モデル林等による森林施業の展示等を通じて、

国有林野における管理経営や技術についての情報を積極的に提供するとともに、効果的

な間伐、路網と高性能林業機械等を組み合わせた低コストで効率的な森林施業等の技術

検討や、研修に必要なフィールドを提供して、民・国一体となった林業技術の向上や人

材育成等に努めることとする。

また、間伐や低コストで効率的な森林施業等の技術や推進方策について市町村との交

流を深める等市町村主導による森林整備を支援していくこととする。

③ 民有林・国有林一体となった取組

地域材の銘柄化や森林吸収源対策のための間伐の推進に向け、共同施業団地の設定等

により、木材の安定供給に加え、土木工事等への木材利用、木質バイオマスエネルギー

への利用等を図るとともに、間伐、路網の整備など、民・国が一体となった取組の推進
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に努めることとする。

また、森林の適切な保全管理、林産物の生産コストの低減、作業環境の向上等に資す

るため、民有林関係者との情報交換を密に行うことにより、民有林林道計画等との調整

を図り、合理的な路網整備に努めることとする。

特に、民有林と隣接する国有林野において、路網及び土場の共有化を図り、コストの

削減に取り組むとともに民有林材・国有林材を同時販売するなど、民・国一体となった

森林整備を行う。

具体的には、外ヶ浜町石浜尻高川地区において、森林整備の目標、路網等の設置等に

関する事項を定めた森林整備推進協定を締結し、周辺の民有林と一体となった森林整備

を推進する。

④ 林業事業体の育成

森林整備を行う事業体に対しては、事業の早期発注、年間の事業発注見通しの情報提

供など、計画的な発注に努めるとともに、安定的な雇用の確保にも資することとする。

また、発注者の立場からの技術指導、労働安全衛生の確保についての指導等に努め、

森林吸収源対策等の森林整備を担う林業事業体の育成を図ることとする。

特に、低コスト作業路作設技術の向上を目指し、作設技術の指導や現地検討会を開催

するなど民有林との連携を図りつつ、民有林からの要望により必要に応じて調整を図る

こととする。また、効率的な作業システムとなるよう発注ロット等の検討を行うことと

する。

また、緑の雇用担い手対策事業における林業事業体からの要望に対しては、国有林野

の研修フィールド提供が円滑に行われるよう対応する。

⑤ 下流域との連携

眺望山自然休養林や増川ヒバ施業実験林を活用した森林浴や自然観察等森林とのふれ

あいの場の提供等を通じて、下流域住民、利水者等に対して森林の働き、森林・林業の

役割等の情報を分かりやすく提供し、森林・林業に対する理解の醸成に努めるとともに、

流域関係者自らが行う水源林整備等のフィールド及び技術を提供する。

４ 主要事業の実施に関する事項

伐採、造林等の実施行為は民間委託により進めており、今後も計画的・安定的な事業の

発注に努めることとする。

間伐については、地球温暖化防止に係る森林吸収源対策を着実に実行するため、実施箇

所の団地化や低コスト路網整備、列状間伐の実施・拡大、収穫調査の簡素化等を積極的に

行い、トータルコストの縮減に努めることとする。

当計画期間における伐採、更新、保育、林道の開設及び改良の総量は以下のとおりである。
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① 伐採総量

（単位：m3）

区 分 主 伐 間 伐 計

計 ４３１，０００ ４０６，０００ ８３７，０００
(６，２８４) (６，２８４)

注1）（ ）は、間伐面積（単位：ha）である。
注2）四捨五入により計が一致しない場合がある。

② 更新総量

（単位：ha）

区 分 人 工 造 林 天 然 更 新 計

計 ７８４ ４３４ １，２１８

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

③ 保育総量

（単位：ha）

区 分 下 刈 つる切・除伐 計

計 １，６７７ ２１８ １，８９５

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

④ 林道の開設及び改良総量

開 設 改 良
区 分

路線数 延長量（m） 箇所数 延長量（m）

計 １５ ３４，１００ １ １０

注）四捨五入により計が一致しない場合がある。

５ その他必要な事項

① 地球温暖化防止対策の推進

国産材の利用を一体的に推進する森林・木質資源を活用した新たな循環型システムの

普及・啓発に取り組むこととし、特に間伐を積極的かつ着実に実施することとする。

また、林道工事や治山工事での間伐材の利用等、国有林野事業として木材の利用促進

に取り組むとともに、木材利用についての国民への啓発に努めることとする。
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② 生物多様性の保全

国有林野が奥地脊梁山脈から里山まで所在し、生物多様性の保全上重要な役割を担っ

ていることを考慮し、原生的な天然林や貴重な野生動植物が生息・生育する森林につい

て厳格な保全・管理を行う保護林において、引き続き、適切な保全・管理を行うことと

する。

また、それ以外の森林においても、適切な間伐の実施、針広混交林化、複層林化、長

伐期化や里山等の積極的な整備など、地域の森林の現況に基づき、多様で健全な森林の

整備・保全を推進することにより生物多様性の保全に寄与することとする。

さらに、自然災害等により劣化した森林の再生・復元、野生鳥獣との共存に向けた森

林整備に取り組むほか、地域やボランティア、ＮＰＯ等と協働・連携した森林管理を推

進することとする。

Ⅱ 国有林野の維持及び保存に関する事項

１ 巡視に関する事項

（１）山火事防止等の森林保全巡視

森林巡視を着実に実施することにより、山火事及び廃棄物の不法投棄の未然防止、森

林病虫獣害の早期発見・防除、高山植物の保護、保安林の適切な管理等の保全管理に努

める。また、保全管理の実施に当たっては、地元住民、地方公共団体、ボランティア、

ＮＰＯ等との連携を図り、入林者への山火事防止や不法投棄防止意識の啓発等に努める

こととする。

併せて、巡視活動の展開により風水害による山地崩壊、倒木、林道等の施設の災害防

止、あるいは早期発見に努めることとする。

（２）境界の保全管理

境界の適切な保全管理は、国有林野の管理経営の基礎となるものであることから、境

界識類の確認、境界の巡視、不明標の復元を計画的に行い、境界の保全管理に努めるこ

ととする。

また、境界の侵害を受けている箇所については、当事者と疎通を図り早期解決に努め

ることとする。

特に、都市近郊に所在する国有林野については、権限が未設定での占有使用やゴミの

不法投棄等が生ずるおそれがあることから、随時、経常業務の遂行と並行して保全巡視

に努めることとする。

２ 森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項

日常の森林保全巡視及び県、市町村等からの情報を得ながら森林病害虫の監視に努める。

なお、民有林において松くい虫の発生が確認されており、発生、まん延を抑止する観点

から定期的に巡視を行い、関係機関と情報を共有するとともに、必要に応じ専門家に調査

を依頼し、対策が必要と判断した場合はその対策について速やかに検討を行う。

３ 特に保護を図るべき森林に関する事項
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（１）保護林

当計画区は貴重な自然環境としての天然林等が多数存在するため、適切に保護を図っ

ていくこととする。また、要請に応じ、大学や試験研究機関の学術研究フィールドとし

て提供するなど、積極的な情報提供に努める。なお、入林者の影響等による植生の荒廃

の防止、回復のための措置が必要な箇所については、標識の設置、歩道の整備等に努め、

学習の場等として多くの国民が利用できるよう努めるものとする。

なお、八甲田森林生物遺伝資源保存林は、野生動植物の移動経路の確保、生息・生育

地の拡大と相互の交流を促すため設定した「奥羽山脈緑の回廊」により、他流域の各種

保護林と連結されているため、緑の回廊の機能発揮に資するよう、適切な保護に努める

こととする。

種 類 箇所数 面積（ha）

森林生態系保護地域 － －
森林生物遺伝資源保存林 １ １，３９５
林木遺伝資源保存林 － －
植物群落保護林 ２ １９９
特定動物生息地保護林 － －
特定地理等保護林 － －
郷土の森 － －

総 数 ３ １，５９４

４ その他必要な事項

（１）水辺の整備

水質の保全や野生動植物の生息・生育環境の整備に資する観点から、防災面にも配慮

しつつ、渓流沿い等の水辺に保護樹帯等を効果的に配置していくこととする。

（２）希少な野生動植物の保護

イヌワシ、クマタカ等の希少な野生生物については、必要に応じて専門家等の協力を

得ながら、森林の各種機能の発揮との調整を図りつつ、その保護に努めることとする。

（３）野生動物との共生及び被害対策

カモシカ、サルなどとの共生及び被害対策については、森林施業を計画的に実施して

いく中で、野生動物の移動経路等の生息環境を維持していくよう配慮するとともに、県

・市町村等からの情報を得ながら日常の森林保全巡視において森林に対する獣害の監視

に努める。

（４）その他

「森林と人との共生林」については、地域住民、ボランティア、ＮＰＯ等とも連携を

図りながら、生物多様性保全の視点も踏まえつつ、希少種の保護や移入種の侵入防止等

に努めることとする。
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Ⅲ 林産物の供給に関する事項

１ 木材の安定的な取引関係の確立に関する事項

本計画区においては、スギ等人工林の資源状況を踏まえ、主伐・間伐を通じて生産され

るスギ等の素材及び立木の安定的・持続的な供給に努める。

また、天然青森ヒバ等民有林からの供給が期待しにくい林産物について、資源状況を把

握し、将来に渡る持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

さらに、需要や販路の拡大を図る観点から、製材品需要者も視野に入れた協定に基づく

長期的・安定的な販売の推進に努め、木材の生産・流通・加工の担い手の育成整備に資す

ることとする。

２ その他必要な事項

公共関連工事や公共建築物での木材の利用を進めるため、治山・林道工事等において、

木材の特質を考慮しつつ法面保護工、治山ダム等に間伐材等を積極的に利用するとともに、

庁舎等施設を新改築する場合は、原則として全て木造化・木質化を図るなど、木材の利用

促進に取り組むこととする。

また、地方公共団体等の関係機関と間伐材や地域材等の木材需要についての情報交換を

進めるとともに、林業・木材産業関係者と連携しつつ、木材利用の推進に寄与することと

する。

特に、パルプ・チップや木質バイオマス利用等に関して、関係機関と情報交換を行い、

幅広い分野での木材利用の拡大に努める。

Ⅳ 国有林野の活用に関する事項

１ 国有林野の活用の推進方針

国有林野の活用に当たっては、当計画区の自然的、社会・経済的な特色を踏まえつつ、

住民の意向等を考慮して、公用・公共用・公益事業の用に供する活用、都市と農山漁村の

交流の促進、公衆の保健のための活用等地域における産業の振興や住民の福祉の向上に資

するよう努めるものとする。

２ 国有林野の活用の具体的手法

国有林野の活用については、公益的機能の発揮、木材生産機能の確保等との調整を図り

つつ取り組む。

また、県及び市町村との連携を密にし、公用・公共用等のための活用に資するとともに、

不要地、余剰地については広く情報を公開するため、林野・土地売払い情報公開窓口及び

インターネットを活用し、情報の提供と需要探索に努める。

３ その他必要な事項

特になし。

Ⅴ 国民の参加による森林の整備に関する事項
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１ 国民参加の森林に関する事項

国民が自主的に行う森林整備活動を推進するため、国民参加の森林として設定する「ふ

れあいの森」を、下表のとおり協定締結していることから、引き続き、これらの森林づく

りの活動に対して、必要な助言、技術指導等の支援を行うとともに、地方公共団体、緑化

関係団体等と連携し、円滑な活動の実施に努めることとする。

その他、ボランティア団体等が行う自主的な森林整備や保全活動についての要請に対応

したフィールドの提供や協定の締結等、多様な取組に努めることとする。

ふれあいの森

名 称（市町村） 位 置 （林小班） 面 積 (ha)

生協ふれあいの森 青森森林管理署 内真部山国有林 １．００

（青森市） （４よ２内）

２ 分収林に関する事項

国有林野の所在する地域の振興と国民参加による森林整備、緑化思想の普及のため、地

域のみならず都市部の住民にも広く働きかけ、国民自らが森林資源の造成や地球環境の保

全・形成に参画できる制度として推進することとする。

特に、企業や団体などに対しては、業種の枠にとらわれない社会貢献活動の一環として、

森林資源の造成や環境保全に資する森林育成に参画を求め、分収林事業（「法人の森」）

を積極的に推進することとする。

３ その他必要な事項

（１）森林環境教育の推進

学校、地方公共団体、企業、ボランティア、ＮＰＯ、地域の森林所有者や森林組合等

の民有林関係者等、多様な主体と連携しつつ森林環境教育の推進を図ることとし、学校

等が国有林野で体験活動等を実施するための「遊々の森」や学校分収造林の活用、森林

管理局・森林管理署等による林業体験や森林教室等の体験活動、森林の有する多面的な

機能に関する普及啓発の実施、指導者の派遣や紹介、森林環境教育に適したフィールド

の情報提供等の取組を推進することとする。

なお、国有林野を活用し体験活動を実施する「遊々の森」を、下表のとおり協定締結

していることから、引き続き、フィールド及び情報を提供することとする。

その際、森林管理署に設置した森林・林業・木材に関する相談窓口である「緑づくり

支援窓口」の機能充実に努め、教職員やボランティアのリーダー等に対する普及啓発や

技術指導、森林環境教育のプログラムや教材の提供、波及効果が期待される取組を積極

的に推進するとともに、農山漁村における体験活動とも連携した取組を推進することと

する。

遊々の森
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名 称（市町村） 位 置 （林小班） 面 積 (ha)

ヨモットの森 青森森林管理署 蓬田山国有林 ０．７９

（蓬田村） （７３８ぬ、７４１り）

青森大学雲谷の森 青森森林管理署 前嶽国有林 ２．８４

（青森市） （２３５ほ、そ）

自遊・共遊の森 青森森林管理署 水ヶ沢山国有林 １．５２

（青森市） （４２８わ２、ほ）

（２）森林の整備・保全等への国民参加

ＮＰＯ等が行う自主的な森林整備等へのフィールドの提供や必要な技術指導を行うな

ど、国民による国有林野の積極的な利用を推進することとし、森林整備や保全活動の要

請に対応したＮＰＯ等と森林管理署等との協定の締結等、多様な取組に努めるものとす

る。

具体的には、眺望山自然休養林内において、森林管理署と三陸森の会等の間で協定を

締結し、様々な活動や一般来訪者の利用等が円滑になされるよう、森の案内人活動を実

施することとする。

（３）地域住民や関係機関と連携した取組

青森県、市町村、青森県林業労働力確保支援センター、林業関係団体等と連携し、低

コスト作業路及び列状間伐の推進等、民有林と一体となった取組に努めるものとする。

また、地域における課題を取り上げる地域発案システムにおいて、管内で関心が高

まっている事項を取り上げ、地域住民や関係機関が参加して意見交換をする場を設け、

課題の解決策を検討する。

（４）地域に根ざした自主的な取組の推進

「国民の森林」の実現に向けて、公益的機能の維持増進を旨とする管理経営や地域振

興への寄与等の一層の推進を図るため、森林管理署が地域の特性を踏まえた自主的な取

組を提案し、地域住民、地方公共団体、ボランティア、ＮＰＯ等と連携しつつ推進する

こととする。

また、地域で開かれる森林環境教育活動への協力等を通じ、森林・林業に関する情報

・サービスの提供に努めるほか、インターネット等各種メディアを活用し、幅広い情報

の発信を行うこととする。

（５）双方向の情報受発信

国有林モニターの活用等により、国有林野事業の活動全般について国民の意見を聴く

など、国民と国有林との双方向の情報・意見の交換を図ることにより、国民の要望の的

確な把握や、これを反映した管理経営の推進等の対話型の取組を進め、国有林野事業に



－ 22 －

対する幅広い理解と支援を得るよう努めることとする。

特に、管内在住の国有林モニターにおいては、眺望山自然休養林等における署主催の

イベントへの参加により国有林野事業の紹介や意見交換等、理解を得る活動を展開する

こととしている。

Ⅵ その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

１ 林業技術の開発、指導及び普及に関する事項

当計画区内の国有林野を試験研究機関等に対し、調査用フィールドとして提供するとと

もに、計画区内に設置されている試験地等を活用し技術交流を図るなど、民有林との連携

強化に努める。

また、ヒバ天然林については、既存の試験地の活用、新規試験地の設定により、

① ヒバ中小径木を主体とする林分の間伐

② 設定目的を果たした保護樹帯の取扱い

についての技術的な検証を行う。

なお、増川ヒバ施業実験林については、昭和６年に開始したヒバ択伐施業の実験を継続

しつつ、後世にヒバ美林を承継できるよう適切に管理していくとともに、周辺地域を含め

て教育、レクリエーション施設の整備等の一環として地元市町村等にフィールドを積極的

に提供しつつ、当該地域全体として、森林・林業の普及・啓発に資するよう努める。

また、低コスト作業システムに関する研修会等を実施することとする。

２ 地域の振興に関する事項

森林の整備や林産物の販売、国有林野の活用、森林空間の総合利用など、国有林野の諸

活動と国有林野の多様な利活用を通じて、地域産業の振興、住民の福祉の向上等に寄与す

るよう努めることとする。

具体的には、当流域は林業・木材産業が盛んな地域であり、安定的な森林整備の実施と

木材の供給を通じて、地域産業の振興を図る。

また、市町村など地域の要請にきめ細かく対応することとし、地域振興等に資する国有

林野の貸付や売払いに努めることとする。

３ その他必要な事項

特になし。




